和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査実施要領

１　調査の目的
和光市（以下「本市」といいます。）では、和光市総合体育館及び和光市運動場（以下「対象施設」といいます。）について、利用開始から相当期間を経過しており、施設・設備の老朽化や経年劣化が進行しています。対象施設をはじめとするスポーツ施設を維持し、市民サービスを提供し続けるためには、対象施設の大規模改修は不可欠です。その一方で、本市の厳しい財政状況を鑑みると、単年度に多額の支出を伴う大規模改修の経費の確保は難しい実情があります。こうした実情を踏まえ、対象施設において、官民連携事業による大規模改修を検討しています。
この官民連携事業による大規模改修に係る事業手法や大規模改修後の効果的かつ効率的な管理運営手法（以下「大規模改修等」という）を検討するにあたり、民間事業者の参加意向や知見、市場の動向等を把握するために、サウンディング型市場調査（以下「調査」という。）を実施します。

２　対象施設
⑴　和光市総合体育館（和光市広沢３－１）
⑵　和光市運動場（和光市南２－２－２）
（※）　施設に関する情報は「別紙１　対象施設の基本情報」を参照してください。また、提案にあたっては、和光市総合体育館・和光市運動場を合わせた提案、あるいはその一方の施設のみの提案、いずれでも構いません。

３　期待する提案内容
「１　調査の目的」を踏まえ、本調査においては、以下の条件のすべて又はいずれかに該当する提案内容を期待します。
⑴　提案全体について
· 一定期間の長期契約を締結することなどにより、単年度の支出を抑える計画があること
· 対象施設の機能が維持できるスポーツ施設の整備・管理運営計画があること
· 事業手法はRO方式が想定されるものの、事業手法の制限はなく、より効果的かつ効率的な事業手法による提案であること
⑵　大規模改修にあたって
· 現在の構造躯体、設備は可能な限り活用し、最低限の予算で、現状の市民サービスが維持・向上する期待が出来る提案であること
· 老朽化・経年劣化によって使用に耐えない、耐用年数を超えた設備や、長期間の管理運営を想定した場合に更新又は追加を行うことが望ましい設備については、修繕、更新、追加を行う提案であること
· 収益の増加が期待できるリフォーム、リノベーションの提案があること。さらに、その内容が、例えばカフェなどの「飲食施設店の誘致」といった市民サービスの向上につながる提案があることが望ましい。
⑶　大規模改修後の管理運営手法にあたって
· 管理運営を行う事業者として必要な収益を生み出す計画があること。この際、各施設の使用料条例を見直すことも、提案として可能であるが、その一方で、公共施設であることを前提した範囲内での料金設定を求める。収益性と公共性のバランスが取れた提案であることが望ましい。

４　調査内容
⑴　大規模改修や管理運営の手法に関する提案（事業内容、想定事業費、スケジュールなど）
⑵　民間事業者のノウハウを活用した、対象施設の市民サービス向上に関する提案
⑶　経費削減や歳入増加につながる具体的な提案
⑷　民間事業者の参画促進につながる公募条件（応募資格、審査方法、条件など）
⑸　対象施設を含めた市内スポーツ施設の包括的な管理運営の可能性
⑹　上記のほか、事業実施における検討課題など
（※）提案にあたっては、「３　期待する提案内容」を参考にしてください。

５　スケジュール
	内容
	実施時期

	実施要領の公表
	令和8年4月8日（水）

	質問の受付
	令和8年4月8日（水）～5月29日（金）

	質問への回答
		質問の受付から概ね７日以内（随時）

	現地説明会の参加受付
	令和8年4月8日（水）～5月13日（水）

	現地説明会の実施
	令和8年5月22日（金）（予定）

	サウンディングの参加受付
	令和8年5月25日（月）～6月3日（水）

	サウンディングの実施
	令和8年6月15日（月）～6月26日（金）

	実施結果概要の公表
	令和8年7月中旬予定



６　参加者の要件
本事業に関心があり、実施主体となる意向のある法人または法人のグループとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
①　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者。
②　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する者。
③　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく処分の対象となっている者。
④　会社更生法（平成14年法律第154号及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生又は再生手続中の者。
⑤　租税を滞納している者。

７　質問の受付及び回答
⑴　受付期間
令和8年4月8日（水）から5月29日（金）
⑵　回答方法
概ね７営業日以内にメール回答します。また、質問内容とその回答については、本市ホームページに順次掲載します。
⑶　質問方法
質問はメールでのみ受け付けます。「別紙２　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査に関する質問書」に必要事項を記載のうえメールに添付し、「１３　問合せ先」のメールアドレスへ送付してください。メールの件名は、「和光市総合体育館・和光市運動場サウンディング質問」としてください。

８　現地説明会の実施
⑴　受付期間
令和8年4月8日（水）から5月13日（水）
⑵　実施日
令和8年5月22日（金）（予定）
（※）申込数や施設の利用状況を踏まえ、調整する可能性があります。
⑶　申込方法
参加申込は、メールで受け付けます。「別紙３　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査現地説明会参加申込書」に必要事項を記載のうえ、メールに添付し、「１３　問合せ先」のメールアドレスへ送付してください。メールの件名は「和光市総合体育館・和光市運動場サウンディング現地説明会」としてください。参加申込者に対しては、令和8年5月18日（月）までに、説明会に関するメールを送付します。

９　調査の受付と実施方法
⑴　実施日程
令和8年6月15日（月）から6月26日（金）　1～2時間程度
⑵　場所
和光市役所内会議室（予定）
⑶　受付期間・方法
令和8年5月25日（月）から6月3日（水）16時までに、「別紙４　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査参加申込書」及び「別紙５　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査事前ヒアリングシート」に必要事項を記入のうえ、「１３　問合せ先」のメールアドレスへ送付してください。なお、当日の対話は非公開とし、参加人数は1団体4名以内とします。

１０　調査結果の公表
調査結果については、市ホームページにて公表します。公表にあたっては事前に参加事業者に対し、公表内容の確認を行います。なお、参加者が特定される内容及び事業者のノウハウ等は非公開とします。

１１　留意事項
⑴　参加事業者の取扱いについて
調査への参加実績は、事業者選定における評価の対象とはなりません。
⑵　費用負担について
調査に要するすべての費用は参加事業者の負担とします。
⑶　追加対話への協力について
調査終了後、必要に応じて追加の対話（書面の対話を含む）やアンケート等のご協力をお願いする場合があります。その際にはご協力をお願いします。
⑷　対話及び対話内容の取扱いについて
対話内容は、今後の事業検討の参考にさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あくまでも対話時点での想定とし、何らかの約束をするものではありません。
⑸　資料の取扱いについて
調査において提出いただいた書類等は返却しないものとします。なお、結果の公表、事業者の検討以外の目的で提出いただいた書類等を使用することはありません。

１２　資料
⑴　別紙１　対象施設の基本情報
⑵　別紙２　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査に関する質問書
⑶　別紙３　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査現地説明会参加申込書
⑷　別紙４　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査参加申込書
⑸　別紙５　和光市総合体育館及び和光市運動場の官民連携事業による大規模改修等に関するサウンディング型市場調査事前ヒアリングシート

１３　問合せ先
和光市教育委員会 スポーツ青少年課 スポーツ振興担当
　住所：〒351-01092 埼玉県和光市広沢1-5
　電話：048-464-9117
　mail：c0400@city.wako.lg.jp
